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『 巻頭インタビュー 』

＊ 本資料は、 別段の表示がない限り、 その作成時点において施行されている法令に基づき作

成したものでありますが、 将来、 法令の解釈が変更されたり、 制度の改正や新たな法令の

施行等がなされる可能性があります。

＊ 実際の取引等をご検討の際には、 今後の制度改正の動きに加え、 具体的な実務動向や法

解釈の動き等にご留意いただき、 所轄の税務署や弁護士、 公認会計士、 税理士等の専門

家にご相談の上、 お客様の最終判断をもって行っていただきますよう、 お願い申し上げます。
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同志社　×　ＳＭＢＣ日興証券 

『 ２００年を見据えた 「良心教育」 』

　

　2025 年に創立 150 周年を迎える同志社大学。 さらなる

未来に向けて、 変わらぬ志と革新的な創造性を融合させて　

挑戦し続けています。 ＳＭＢＣ日興証券もお客さまの未来に

寄り添って歩いていくパートナーとなるべく、 新しい価値創

造に取り組んでいます。 同志社の八田総長 ・ 理事長と同志

社出身の弊社社長　近藤の対談は、 八田ゼミ出身者であり、　　

弊社女性管理職として活躍している奥野 洋美を司会に、 和

やかな雰囲気で繰り広げられました。

写真右：同志社　総長・理事長　八田 英二 氏　　　
写真左：ＳＭＢＣ日興証券　代表取締役社長　近藤 雄一郎

司会：まずは、同志社大学の概要、沿革、理念についてお聞かせいただけますでしょうか。

八田：同志社の創立者新島襄は 1843 年２月 12 日に、東京の神保町にあった上州安中藩の     

江戸屋敷（現：学士会館）で生まれました。学士会館の敷地の中に「新島襄生誕の地」という

碑があり、毎年２月 12 日の誕生日には同志社関係者でその碑へ赴き、讃美歌を歌ったりして

います。彼は 17 歳の時に江戸湾でオランダ軍艦を見て驚き、航海術などの西洋の学問を勉強

した後、日本の将来を憂い 21 歳で国禁を犯して函館からアメリカへ脱国し、約 10 年間にわ

たって海外で学びました。

幕末から明治時代にかけて私立学校を創立したのは、早稲田の大隈重信、慶應義塾の福澤諭

吉、  そして同志社の新島襄らです。大隈は政治家、福澤は実業家、新島は宗教家あるいは教育

家というようにバックグラウンドが異なりますので、出来上がった学校にはそれぞれ学風や学

生気質に違いがあると思います。

　キリスト教をバックグラウンドにしている私学は日本でも 100 以上ありますが、その中で

も同志社は学生・生徒数が多く、さらに京都という特別な土地にあります。京都御所の北側に　

位置し、名刹・相国寺に隣接しており、神道と仏教が隣接する立地でキリスト教が受け入れら

れた、非常に珍しい事例と言えます。

　また、同志社の特徴についてですが、単に、学術技芸の知識だけを教授するのではなく、　
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知識をどのように実生活や社会で活用するのか、知恵についても重視しています。同志社では、

最先端の知識を教えるだけでなく、誰と出会い、どこで過ごし、何を読んだのか、この知恵の

部分、人格形成の部分にも大きく関わっていくことが、教育機関の社会的使命だと考えており

ます。この知恵の部分に関して、同志社は建学の精神のもと、法人内の各大学、諸学校にキリ

スト教主義という共通の教育理念が流れています。奥野さん（司会）もそのような環境で育っ

たというわけです。

司会：はい。ありがとうございます。

八田：そのような面では、「同じ志の結社」

である同志社は学生達の「志」を一番大事

にしています。そこで、「夢」と「志」は

どこが違うかという話になります。例えば、自分は将来医者や幼稚園の先生になりたい、ある

いは看護師、電車の運転士になりたいと望むことは一つの夢です。一方で、夢を実現したその

先に社会をどう変えていきたいか、社会の幸福のために知識をいかに活かすのかという社会的

な貢献を見据えた概念が「志」だと私は思います。夢というのは単になりたいだけであり、例

えば医者になった後、あるいは教師になった後何をしたいか、それによってどのような人生を

歩むかを考えることが必要です。私は小学生や中学生にはよく、まず夢を持ち、その夢を実現

した後、どう生きていくかという「志」を持ってほしい、ということを話しています。同志社

では知識と知恵を教授するのと同時に、学生、生徒達には「志」を持ち、それを実現するため

に同志社で学び、「挑戦」を続けていただきたいと訴えています。

司会：近藤社長、次にＳＭＢＣ日興証券の沿革、理念についても説明をお願いします。

近藤：ＳＭＢＣ日興証券は、遠山元一が 1918 年に郷里の埼玉県比企郡「川島郷」の川島を取

って屋号とし、日本橋区坂本町（現中央区日本橋兜町）にて川島屋商店として創業しました。　

川島屋商店は後に川島屋證券に変わり、全国展開を図る際に、旧日本興業銀行の債券部門と　

合弁し、日興證券株式会社が設立されました。

「志」について説明する八田総長・理事長

「夢と志はどこが違うと思いますか。」 
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　1961 年に東京証券取引所に上場した日興證券は、男の世界であった証券会社の店頭に初め

て女性を配置し、優しい雰囲気で健全な資本市場を形成していこうという考えで、女性の活躍

も目指し成長していきました。それから、M&A 等を手掛ける世界有数の総合投資会社である　

ブラックストーンに対しても出資を行うなど、さまざまなことにチャレンジするという精神の

下、四大証券という形で一つの地位を確立しました。2009 年 10 月に三井住友フィナンシャル

グループの一員となり、2011 年４月からはＳＭＢＣ日興証券株式会社に社名変更しました。旧

四大証券とメガバンクが一緒にビジネスを行うというユニークなビジネスモデルで事業を展開

しています。

　創業当時の経営理念は、「共栄共存」「親切で正直」です。証券会社はボラティリティの       

高い商品を扱っているため、お客さまや社会との信頼関係を保つための大切な価値観として、　　　

念頭に置いています。先ほど八田先生から「志」という言葉がありましたが、企業の志として、　　

最近は「パーパス」という言葉が注目されています。企業の社会的存在意義が何にあるのかと

いうことを意味していて、弊社の社会的存在意義は、健全な資本市場の発展を、豊かな人生、

社会の実現につなげることにあります。

今、日本の個人金融資産は約 2,000 兆円ありますが、この内の 1,000 兆円がまだ預金で眠っ

ています。預金の金利は限りなくゼロに近い水準ですが、期間 10 年の国債なら利回りは 0.2％

程度です。また、優良企業の株式の場合、株価は上下しますが、配当金利回りは３％程度獲得

することができます。

私たちは資本主義の社会で生きています。資本主義というのは必ず成長を求めているため、

日本の成長速度が遅くても、例えば米国やアジアのような成長の速い国の成長を、弊社が金融

のプロフェッショナルとして仲介し、これまでの勤労所得だけでなく金融所得により、日本の

個人の方々の老後の人生をしっかりサポートしていきたいと考えています。

司会：続いて、幼稚園から大学、大学院まで擁する同志社の一貫教育と多様性の尊重について

伺えますでしょうか。

八田：学校には多様性が必要です。全て同じタイプの学生を集めて、同じ教育をして、同じ　

ような学生を社会に送り出すという学校もあるかもしれません。しかし同志社には、 幼稚園か

ら、小、中、高、大までと、それぞれの節目で多様な外部の学生が入ってきます。 バックグラ

あらゆる可能性を具現化する多様性
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ウンドや資質の違う学生が各地から集まってきて、摩擦が起こり、そこに熱が発散することが

人格形成には必要だと考えます。

　同志社には 14 の学校がありますが、同志社の一貫教育の特徴は、全ての学校が建学の精神

を共有し、いわゆる「良心教育」を実践していることです。教育理念の１つでもあるキリスト

教主義に基づいた教育観を各教職員が理解して教育にあたっています。もちろん教職員にも多

様な人物がいて、クリスチャンやそうでない方もいます。異なる大学や様々な地方からの出身

者もいます。しかし、建学の精神、良心教育は不偏の原理です。　

　多様性という面においては、私は学長時代、就任してから 15 年間で、既存の６学部に加え

て８学部を新たに開設しました。様々な学生を集めて、各学部が切磋琢磨することにより、そ

こに摩擦熱が生まれ、新たなエネルギーとなって同志社が発展することを目指しました。同志

社女子大学でも近年は、薬学部、現代社会学部、看護学部が新設されました。

　学校教育あるいは学校というものは、伝統とも絡みますが、変化していかないと生き残れま

せん。それは企業も同じだと思います。建学の精神である良心教育は変わってはなりませんが、

社会的な要請や入ってくる学生のバックグラウンドや資質が違ってくるため、学校も変化して

いかなければいけないわけです。各私立学校が、多様な建学の精神、教育理念を持ち競争する

ことによって、日本の私学の発展があるのではないかと考えます。

近藤：私自身も同志社の精神が心の中に

自然と残っており、今の企業経営にも役

立っているように思えます。弊社では 27

カ国の外国籍の方が日本国内で、家族の

ため、社会に貢献するため、自分の価値

を高めるため、といった様々な価値観や

目的で働いています。彼らのバックグラ

ウンドは多岐に渡り、様々なカルチャー

を持つ方が在籍しています。

そのような方々との多様性を図るために、人材採用においても、新卒だけではなく中途採用を

行うことも重視しています。

　一方、遠心力が働くだけでは意味がありませんので、企業理念やパーパスなどはしっかりと

役社員に理解してもらうようにしています。企業理念・価値観を共有するために、１年に１回、

同志社大学出身の弊社社長 近藤
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世界中の役社員が参加する、経営理念ミーティングを約１か月かけて実施し、会社の方向性と

在り方、持続的に成長できる方法を話し合っています。

八田：ＳＭＢＣ日興証券は、女性活躍推進を積極的に行っておられる印象があります。

　

近藤：弊社における現在の女性比率は 38.3％
1

と、約４割が女性ですが、女性管理職比率は　

13.6 % 
2

です。女性比率を単純に高めればいいわけではありませんが、まだまだ管理職の割合

は低いと言えます。多様性の尊重を重要視し、マイノリティの中のマジョリティである女性の

管理職比率を、2030 年までに 30％にすることを目標として掲げています。

　

八田：女性管理職比率の高い企業ほど利益率が高いという研究も出ていますし、最近は ESG

という、女性の登用や脱炭素、気候変動への貢献などの社会的責任が企業にはありますので、

そのような意味では重要な取り組みですね。

司会：京都の地を踏み、私も久しぶりに独特な雰囲気を感じましたが、続いて、伝統と革新の

地　「京都」の意義について伺えますでしょうか。

八田：伝統というと、古い習慣を維持するだけで何も変わることがないようなイメージを       

持たれるかもしれませんが、伝統と、歴史的な遺物・遺産は異なります。伝統を守るためには、

革新的なものを常に取り入れていかないと、過去の遺物で終わってしまいます。そのような　

意味で、伝統と革新は表裏一体であると考えています。実際、織物や陶磁器などの伝統産業

から革新的な企業がたくさん生まれています。京都の特徴は、常に新しいものを取り入れてい

ることです。そのため、京都には進取の気風が溢れています。仏教臨済宗の相国寺と、神道で

ある御所の間にキリスト教の同志社があることは、なぜ京都にハイテク企業が生まれたのかと　

同じで、新しいものを取り入れることによって、伝統を守り、発展させていく土壌が、京都に

はあったのではないかと考えます。

　古いものをそのまま守るだけでは発展はありません。同志社はまだ 147 年目ですが、新し

いものを取り入れていかないと、伝統は守っていけないと考えています。新しいものを取り入

1.2  2021 年３月末時点：海外、出向を含む

伝統と革新の地 「京都」
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れるとなると、今はインクルージョンといいますが、マイノリティや多様性をどうみるのか、　　　

あるいはカーボンフリーやカーボンニュートラルの社会でどう生き残っていくかといった視点

を次々に取り入れていかないと、組織として生き残っていけません。

　今後の学校経営に、新しい視点をどのように導入していくかという点についてですが、　　　

先ほど近藤社長は企業理念・価値観を浸透させ、共有していくとおっしゃいました。建学の　

精神を維持しながら、同志社の伝統を守りつつ、伝統である限りは新しいものを取り入れて　

社会の要請に応じ、そうして学校を発展させていくことが求められています。経営者にとっては、

力量を試される非常に厳しい時代に入っているのではないかと考えています。

近藤：そうですね。特に直近は新型コロナウィルス感染症拡大の影響により、変化のスピード

がこれまでとは違います。弊社も、2019 年に経営幹部で 10 年後の世界について語り合いました。

そこでは、お客さまと Web を通じて接する場面や仮想通貨、ブロックチェーン、ペーパーレ

スなどの話が出ました。しかし、こうした社会変化の予想が 2020 年に大きく前倒しとなりま

した。役社員全員がノートパソコンを持ち、本社の固定電話はなくしていく動きが始まってい

ます。

また、2020 年からペーパーレス化の取り組みも始まりました。会社として、年間の紙の使用

量を計算すると、これまでは１年間で１万本の木を切っていたことになりますが、今ようやく

4,000 本になりました。これをせめて 2,000 本ぐらいまでに削減したいと考えました。何らか

の数字目標があると取り組みやすいため、３年間で８割の紙を削減するという目標を打ち出し

ているところです。これはカーボンニュートラルにもつながります。

　日本人は、変化を受け入れやすい体質だと思っています。例えば日本語でも、もともとの　

漢字に加え、ひらがなやカタカナ、外来語も作られ、それを完全に日本語に変換し、さらに　

変化しています。日本語という独特の文字、言語があること自体が、変化を受け入れやすい　

環境が整っていると感じています。

　京都で特に伝統と革新を感じるのは、先ほど八田先生がおっしゃったように、京都のハイテ

ク企業が最先端技術に取り組んでいるところです。オムロンや村田製作所、SCREEN ホール

ディングスなどの京都企業は大変業績が良く、このような環境下でも最高益やそれに準ずる   

高収益を上げています。加えて、私がお客さまを訪問すると、最後に必ずトップの方が自ら     

１階まで降りて、わざわざお見送りしてくださいます。まさに礼節を重んじるところが、京都

には文化としてあるのではないかと思います。
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八田：京都の経営者の特徴として実は地元出身者が少ないということが挙げられます。京都人

は余所者に冷たい、などと陰口を言われることもありますが、府外からいらっしゃった方が　

京都で起業されることを諸手を挙げて受け入れた、という案外懐の深い部分が京都市民にはあ

ります。先ほども言ったように、キリスト教の大学を御所の隣に創設したわけですが、当初は

排斥されることもありましたが、時間が経つにつれ受け入れられています。

近藤：それこそ同志社の一角にも、藤原定家

の冷泉家がありますね。

八田：もともとこの辺りは公家屋敷ばかりだ

ったと思います。そのような場所を同志社は

幸運にも手に入れることができ、しかもクリ

スチャンである新島襄に譲ってくださったと

いうわけです。

近藤：学生にも優しい街ですよね。京都には学生を受け入れる雰囲気があります。

八田：京都人は、学生と観光客を大歓迎しています。特に学生はどんどん受け入れ、現在京都

市の約 146 万人のうち 15 万人程度、つまり人口の約１割が学生というのは日本一の密度です。

司会：同志社は 2025 年に 150 周年を迎えますが、未来に向けた取り組みについて最後に伺え

ますでしょうか。

八田：昨年から 150 周年に向けていろいろな行事に取り組んでいます。生前、新島襄は勝海舟

に問われて、同志社教育の完成には 200 年かかると答えています。あと 53 年の時間がありま

すが、教育事業の目的完遂のためには、同志社は永遠に積極的に革新し続けなければだめだ、

という意味が込められています。そこで 150 年を一つの区切りとして、いろいろな記念事業を

企画しています。

　記念事業の意義は三つあります。一つ目は 150 年の歴史を整理することです。二つ目は果

同志社大学 今出川キャンパス風景（出所：同志社大学）

「同志社の完成には 200 年」　　　理想とする教育の完成へと邁進する次の 50 年



11

巻頭インタビュー

たして自分たちは新島襄が考えた教育事業の道筋の上を歩いているのかどうかを点検すること

です。三つ目は、200 年に向けて、今後同志社の進むべき目的地を明確にすることです。この　

三つを 150 周年記念事業の意義と位置づけて、昨年から学内の教職員の英知を結集し、実行

部隊を立ち上げています。150 周年を一つの節目、ブースターにして、三つ目の着地点である

200 年に向けてもう一段の成長、発展軌道に同志社を乗せたいと考えています。

　そうは言っても、人口減少の社会で、何が発展なのかは注意すべきところです。学校法人、

特に私学としては、今後どのような道筋を歩いていくかという点において、少子化の中、学生・

生徒数の減少は仕方がないとすると、方法はダウンサイジングするのか、あるいは世界へ市場

を求めるのかしかありません。学校が世界へ手を広げるとなると、従来は留学生を入れるとい

う方法もありましたが、海外展開も考えられます。この辺りが学校経営の大変なところです。

　いくら教育の目的が崇高であっても、経営がついていかないと私学はやっていけません。　

私は総長という教学の統括者であると同時に、理事長という経営の責任者です。経営面をしっ

かりしておかないと、今後の私学の発展は望めません。逆に私学は教学を発展することによって、

経営の基盤が安定するという側面もあります。

　まずは経営を安定させることが、私学の教育目的の完遂に結びつきます。それによって　　

同志社で教育を受けたいという学生が集まり、あるいは同志社の教育活動に期待される篤志家

からご寄附をいただくようになります。その資金を教育事業のために使わせていただくわけで、　　

あたかも車の両輪のような形で、教育と経営の役割分担があると考えています。また、同志社

の経営トップとしては、資産運用も重要です。これ以上、授業料の値上げは難しく、学生数を

どんどん増やすことも厳しい状況です。経営基盤を安定させるためにはどうしたらいいかとい

う点で、寄附をはじめとした外部資金調達とともに、資産運用をしっかり行っていくことが　

必要でしょう。アメリカのハーバード大学では４兆円規模の資産運用を行っていますので。

近藤：大学発ベンチャーへの出資はいかがでしょうか。

八田：現在もある金融機関と共同で行っています。また、京田辺キャンパスの横に、起業家の

ために場所をお貸しして、自然科学系の教員の知恵を融合させる D-egg（同志社大学連携型起

業家育成施設）を設けています。経済産業省系である中小企業基盤整備機構の施設です。同志

社からもっとアントレプレナーを輩出したいと考えています。
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近藤：京都という地の利を活かして企業の方々とも共同し、同志社発ベンチャーに対して一定

程度出資を行うわけですね。一般的にベンチャー投資は 10 出資しても７か８は失敗します。

しかし、残り２、３の案件が成功につながります。このような意味では、同志社としても長期

間の資産運用になってくると思います。資金を調達したい人にとっては、大学の出資、さらに

出資だけでなく研究者としての協力というのは、今後の大学における大きな意味での資産運用

になってくると思います。

　資本主義においては、企業は常に成長を求めています。政府は現在、金融政策や財政政策を

大規模に実施していますが、結局は民間がそれをしっかりと活用しながら成長していくことが

必要だと思います。資産運用自体については、長期的な国際分散の考え方を、やはり入れてい

くべきではないかと弊社としては思っています。

　

八田：そのような専門家が今現在、法人の中にいるのかどうかということです。資産運用や　　

大学発ベンチャーの知識を備えた人物とどのように共働するのかが、今後の一番大きな課題だ

と思います。

　

近藤：そうですね。そのような分野における産学の連携も今後は必要になってくるのではない

かと思います。

　

司会：本日は、ありがとうございました。

※本対談は、感染症対策を十分に行ったうえで、2022 年２月 10 日に実施しております。

対談メンバーにて　（写真右：司会の奥野）
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学位：Ph.D.（米国カリフォルニア大学バークレー校）

専門分野：産業組織論および計量経済学

1949 年京都市生まれ。同志社大学経済学部卒。同学部教授、学部長を

経て 98 年から 2013 年まで学長。17 年から学校法人同志社総長・理事長。

公益財団法人大学コンソーシアム京都理事長、一般社団法人大学監査協

会副会長他、政府省庁や自治体の各種委員などを歴任。

　　　　　　　　　　 21 年 11 月まで日本高等学校野球連盟会長を６年余り務めた。

八田 英二 （はった ・ えいじ）

近藤 雄一郎 （こんどう ・ ゆういちろう）

1962年生まれ。同志社大学商学部卒。86年４月に日興證券株式会社入社。

2001 年日興コーディアル証券株式会社本八幡支店長、公益法人部長な

どを経て、10 年執行役員企画副担当兼経営企画部長、11 年ＳＭＢＣ日

興証券株式会社執行役員金融市場副本部長、18 年常務取締役企画統轄、

19 年取締役兼専務執行役員企画統括兼財務担当などを歴任、20 年代表

取締役社長就任。

対談会場：クラーク記念館（出所：同志社大学）
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ＳＭＢＣ日興証券株式会社 
公益法人業務部　制度調査課

河田 剛

はじめに

文部科学省においては、高等教育の長期的な政策の方向性を示す答申が策定されてきた。 過

去には 1998 年に「21 世紀の大学像と今後の改革方策について - 競争的環境の中で個性が輝く

大学 -」、2005 年には「我が国の高等教育の将来像」が公表された。2018 年 11 月 26 日には、「2040

年に向けた高等教育のグランドデザイン」が取りまとめられた。これまでも答申の方向性に従

って法改正などの諸改革が進められており、今後しばらくはグランドデザイン答申に沿った改

革が実施されていくことになる。

　

2040 年の高等教育が目指すべき姿

　グランドデザイン答申では、2040 年頃の社会変化を「国連が提唱する持続可能な開発のため

の目標（SDGs）」、「Society5.0、第 4 次産業革命」、「人生 100 年時代」、「グローバル化」、「地

方創生」をキーワードにして予測の上、2040 年に必要とされる人材と高等教育の目指すべき姿

を整備していくとしている。

　2040 年を見据えた高等教育と社会の関係については、三つの視点を提示している。

1. 研究力の強化

　多様で卓越した新しい「知」は、イノベーションの創出や科学技術の発展に大きく資するも

のであり、学術研究の成果を社会的・経済的価値の創造に結び付け、社会からのニーズに応え

ていくこと。

2. 産業界との協力・連携

　社会人などの多様な学生が相互に学び合うことを実現するためには、産業界と協力・連携し、

雇用の在り方、働き方改革と高等教育が提供する学びのマッチングが必要不可欠であること。

3. 地域との連携

　各人が望む地域で、自らの価値観を大切にして生活していくことができる社会を実現するこ

と。

グランドデザイン答申では、高等教育の投資コストについても言及している。

『 高等教育を巡る文部科学省の政策と大学ファンド 』
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高等教育は国力の源であり、必要な公的な支援を確保しつつ、民間からの投資と社会からの

寄附等の支援、個人負担等の高等教育への投資活動を強化していくことが求められる。

　また、公的な支援については、社会全体の負担により行われるものであり、人口減少期にお

いて、学修者一人一人の能力と可能性の最大化が国力の源と位置付けるのであれば、効果を最

大化する形で投入されるべきである。　

高等教育機関の財源を安定的に確保していくためには、国は寄附文化を醸成しつつ、大学も

公的な支援だけに依存することなく、主体的な努力により、民間企業、地方公共団体や個人等

からの寄附等の支援を積極的に得るとともに、委託費や附属病院収入・事業収入等の民間から

の投資も意欲的に確保し、財源を多様化することが重要である。

高等教育 ・ 研究改革イニシアティブ

　さらに、グランドデザイン答申を踏まえ、2019 年 2 月 1 日、「高等教育機関へのアクセスの確保」

と高等教育・研究機関の「教育の質保証・向上」「研究力向上」「教育研究基盤・ガバナンス改革」

を一体的に進めるための政策パッケージである「高等教育・研究改革イニシアティブ（柴山イ

ニシアティブ）」が公表された。

　今後、このイニシアティブを最優先で取り組むことで、‘世界を牽引するトップ大学群’ と ‘地

域や専門分野をリードする大学群’ を形成するとともに、‘最前線で活躍する研究者’ ‘次代を担

う学生’ の活躍を促進することとしている。

　「高等教育・研究改革イニシアティブ」は、以下の四つの柱から構成されている。

・意欲ある若者の「高等教育機関へのアクセス（進学機会）の確保」

・多様性や社会ニーズも踏まえた「大学教育の質保証・向上」

・国立研究開発法人等の「研究力向上」

・改革実行の基盤となる「教育研究基盤・ガバナンス強化」

これらの四つの改革について、高等教育機関や研究機関の取組や成果に応じた「手厚い支援」

と「厳格な評価」を両輪として徹底することにより、改革を加速化することとしている。

イニシアティブに基づき、「大学等における修学の支援に関する法律」、「学校教育法等の一

部を改正する法律」が成立した。「大学等における修学の支援に関する法律」の施行に伴い、

2020 年 4 月から低所得家庭の学生の修学支援制度がスタートした。「学校教育法等の一部を改

正する法律」では中期計画の作成、財務諸表等の情報公開の強化、監事の権限強化と役員等の

責任の明確化、破綻手続処理の円滑化等が規定された。さらに、公益法人と同等のガバナンス
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を実現するため、評議員会の権限の強化、情報公開の一層の強化等が議論されている。

大学ファンドの創設

研究力強化の側面から内閣府主導で打ち出されたのが「世界に伍する研究大学」構想である。

内閣府は総合科学技術・イノベーション会議（CSTI）内に 2021 年 3 月に世界と伍する研究大

学専門調査会を設置し、世界に伍する研究大学を実現するための制度改革、および同制度の中

核となる大学ファンドに関する議論を行い、2022 年 2 月には最終まとめが公表された。また、

大学ファンドの技術的側面については、大学ファンド資金運用ワーキンググループ、支援対象

となる大学の制度的側面については、世界と伍する研究大学の実現に向けた制度改正等のため

の検討会議において検討された。

背景としては、我が国の大学の研究論文数の減少などに表れている研究力の低下、若手研究

者の研究環境の悪化、海外のトップ大学との格差拡大などがある。

世界のトップレベルの大学の取組も参考に、新規性の高い挑戦的な研究や若手研究者育成を

目指す大学の財政的自律と構造改革を後押しするため、国立研究開発法人科学技術振興機構

（JST）に 10 兆円規模の大学ファンドを創設し、世界と伍する研究大学の事業規模の拡大と大

学固有の基金の成長を図ることとなった。また、大学ファンドによるトップレベルの研究大学

への支援策のみならず、地域の中核大学や特定分野の強みを持つ大学の機能を強化し、成長の

駆動力へと転換することで日本の産業力強化やグローバル課題解決にも貢献するような大学の

機能を強化する支援策などを総合振興パッケージとして同時に講じるとしている。

世界と伍する研究大学の条件

大学ファンドの支援対象となる大学には以下の要件が求められる。

・世界的な研究者マーケットでのトップ研究者や国内外の優秀な博士課程学生の獲得や活躍促

進とジェンダーギャップの是正を含むダイバーシティの担保

・分野を横断したカリキュラム・デザインに基づく博士課程プログラムの構築

・ 世界トップクラスの研究者・学生が糾合する研究領域の創出・育成（World-class Critical 

Mass の形成）

・新しい価値を生み出す研究分野間の対話や結合を可能とする卓越し且つ多様な学問分野の    

展開

・ 研究室の縦割りを越えて若手研究者が独立して活躍できる場の提供やモチベーションを喚起
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するアウトカムベースの業績評価の取組方法

・研究支援者の積極登用やマネジメント業務などのエフォートの戦略的分配などによる卓越し

た研究成果の創出に必要な研究時間の確保のための環境整備

・ グローバルに活動を展開する大学を支える事務職員の採用や意識・資質の向上

・ 世界と伍する研究大学にふさわしい研究インテグリティの確保（大学の自律的な安全保障管

理計画の策定等）

・AI 技術、バイオテクノロジーや量子技術などの戦略重点分野や新興・融合分野への取組、さ

らには新たな萌芽的挑戦

また、年３％程度の事業規模の成長を達成し、大学独自の基金の拡充を確実に行うことで、

自律的財政基盤を強化し、新たな分野や若手への支援など次代を見据えたビジョンの具現化に

向け、資金循環の形成と学内の資源配分を行うことができるガバナンスを持ち、進化し続ける

ダイナミズムを有することが求められる、としている。

国際卓越研究大学制度の構築

最終まとめでは、大学ファンドからの支援を有機的に組み合わせることで、世界と伍する　

大学へと成長させていくため、新たに国公私立共通の仕組みとして「国際卓越研究大学制度」

の構築が必要としている。

1. 基本方針の策定

国際卓越研究大学制度の意義や目標、認定、科学技術振興機構 (JST) の助成の実施方針、　　

科学技術・イノベーション政策との連携に関する基本的な事項など制度運用を行う上で指針と

なる事項を定めた基本方針を、総合科学技術・イノベーション会議 (CSTI) や関係行政機関と　

協力した上で、文部科学大臣が策定。

2. 国際卓越研究大学の認定

　世界と伍する研究大学となるためのポテンシャルを有する大学を、変革への意志 ( ビジョ　

ン ) とコミットメントの提示に基づき、「国際卓越研究大学」として、文部科学大臣が CSTI の

意見を聴いた上で認定。（認定要件）

①自律と責任あるガバナンス体制 ( 合議体、大学の長 ( 法人の長 )、教学担当役員 ( プロボスト )、

事業財務担当役員 (CFO)、監事 )

②国際的に卓越した研究成果の創出 ( 新しい学問領域の創出や優秀な若手研究者の育成等、     

国際的に卓越した研究成果の創出に向けたポテンシャル）



特集 ： これからの高等教育

20

③実効性高く意欲的な事業・財務戦略 ( 財源に裏付けられた事業戦略とそれを確実に進める　

財務戦略 ( 財源の多様化や大学独自基金造成等 ))

3. 国際卓越研究大学への支援・規制緩和

認定された大学が実施する体制強化の取組に対して、大学ファンドからの助成を含め、総合

的な支援を実施。

・国際卓越研究大学は、研究力強化に向けた体制整備や事業成長に関する事業計画を作成。　

文部科学大臣が CSTI の意見を聴いた上で認可。

・JST は助成に当たっての実施方針を定め、国際卓越研究大学の事業計画に基づき、大学　　

ファンドから助成。

・規制緩和や税制についても、現場のニーズを把握しつつ必要な検討を実施。大学から規制　

緩和を提案する機会を設けるなど、双方向型の環境を整備。

4. 国際卓越研究大学のモニタリング等

国際卓越研究大学への国の関与の仕組み ( 例えば CSTI や科学技術・学術審議会が共同で　

実施 ) を構築するとともに、モニタリング等を実施。

・モニタリングに当たっては、コミットメントの達成状況 ( 結果 ) を客観的指標に基づいて確認

することを主眼とし、一定の周期で進捗状況を確認。

・コミットメントが一定期間連続して達成されない場合など、結果責任を問う形で、認定の　

取消し・大学ファンドからの助成の打切りを実施。

5. 自律と責任あるガバナンス体制

国際卓越研究大学となる国立大学法人については、以下のガバナンス改革が可能となるよう

な制度改革を実施。

・法人の意思決定に、経営等に関する大学内外の多様な専門的知見を取り入れ、法人執行部へ

のモニタリング機能を持たせるため、重要事項を決定し、法人の長の選考・監督を行う合議体

を設置。

・合議体の構成員は学内外同数の者による選考組織において行い、合議体の構成員の相当程度　

( 例えば過半数、半数以上等 ) は学外者とすることが適当。

・合議体は中長期の経営戦略等の策定、執行部の業務執行の監督を行い、業務執行は法人の　

長に委ね、教学事項等に関するマイクロマネジメントは行わない。

・経営機能と教学機能の大幅な強化を同時に進めるため、経営の執行責任を有する者（大学の長）

と教学に責任を有する者（プロボスト）が役割分担することとし、教学担当役員を設置。
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・教学担当役員 ( プロボスト ) については、法令上教学面の責任者となっている大学総括理事と

することが考えられる。また、事業財務担当役員 (CFO) については、法人内で権限等を定める

ことが適当。

　教学担当役員（プロボスト）や、事業財務担当役員（CFO）の設置、財務戦略の強化、ガバ

ナンスの強化が注目される。なお、ガバナンスについては国立大学法人が想定されており、公

立大学法人、学校法人（私立大学）については別途手当されることになっている。学校法人に

ついては、現在検討中のガバナンス改革の議論の結果を待って条件が設定されるものと考えら

れる。

　政府は上記を踏まえ、2022 年 2 月 25 日に「国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用の

ための体制の強化に関する法律案」を閣議決定し、通常国会での成立を予定している。

　この法案の概要は以下の通りである。

　まず、国際卓越研究大学の認定、計画の認可、JST の助成等に関する基本方針を文部科学大

臣が策定する。

文部科学大臣は、研究および研究成果の活用の実績・体制、効果的な資源配分等を行う運営

体制、研究と管理運営の業務の役割分担等の業務執行体制、財政基盤について、一定の基準を

満たす大学を国際卓越研究大学として認定する。基準については省令で定められる。

次に、国際卓越研究大学の、研究等の体制強化の目標、目標を達成するための研究環境の整

備充実、若年研究者の育成、国際的に卓越した能力を有する研究者等の確保、研究成果活用の

ための技術者等の育成、研究成果活用のための環境の整備充実といった事業内容、資金の額お

よび調達方法等を記載した計画を文部科学大臣が認可する。

JST は、基本方針に即して文部科学大臣の認可を受けて実施方針を定め、各大学の事業内容

に対して助成を行う。

報道（日本経済新聞 2022 年 2 月 25 日）では、2022 年度に国際卓越研究大学の募集を開始する。

当初は２～３校で段階的に６校程度に拡大する。年 3,000 億円の運用益をめざし 1 大学あたり

数百億円規模を支援し、2024 年度から運用益を配分する見通しとなっている。
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大学ファンドによる支援の基本的考え方

大学ファンドによる支援の考え方として以下が示されている。

・従来の大学支援策とは一線を画した異次元の大学支援策として、支援大学の研究開発基盤の

抜本的強化を図る観点から、一校に対して数百億円規模の支援を行っていく必要があり、支援

対象校数は数校程度とし、無制限に拡大することがないよう厳正に管理すること。同時に、改

革への意思やメカニズムを有しない研究大学が自動的に大学ファンドにより支援されることが

ないようにすること。また、支援対象大学は我が国の研究活動の拠点として、学術研究ネット

ワークを牽引する責務を負うことに留意すること。支援対象大学の決定にあたっては、大学の

研究環境の体制整備の状況や大学ファンドからのキャッシュアウト可能な支援規模の推移等を

勘案し、段階的に増やしていく方法とすること。

・ファンド対象大学当たりの支援規模（額）については、外部資金の獲得実績や大学ファンド

への拠出などに応じて決定し、多様な財源確保による自己資金の充実や研究活動及び若手研究

者支援の持続可能性確保のための大学独自基金の成長を促すこととし、そのルールを明確化す

ること。

図表１　国際卓越研究大学の認定・支援

出所：文部科学省、『国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律案（概要）』、
2022 年１月 17 日～）
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・世界と伍する研究大学を目指す大学に対して、国は細切れではない思い切った支援を実施す

るとともに、過度な透明性を求めることで社会全体として短期的な成果主義に流されないよう、

その活動を長期的に後押しすることが必要。そのため、大学ファンドからの支援についても、

当該ファンドの目的に照らし、対象大学において財政基盤の自律化が果たされるまでの間、継

続的・安定的に支援を行うことが必要。一方、厳格な結果責任を求めることで自律化を促し、

大学ファンドから卒業させる仕組みを内在させること。

・大学ファンドによる支援の打ち切りは、短期的な大学の活動内容のプロセスを問うのではなく、

支援を受けるに当たって求めたコミットメントが一定期間連続して達成されない場合など、長

期的な観点から結果責任を問う形にすること。

・国によるモニタリング・評価については、世界と伍する研究大学のミッションに基づき、高

い自律性と厳しい結果責任を求めるべく、国際的なベンチマークを踏まえ、事業成長及び研究

力等の大学が提示するビジョンに係るコミットメントの達成状況を、客観的な指標に基づいて

行うこと。

・大学ファンドによる支援金の使途については世界と伍する研究大学の経営の自由裁量の下で、

柔軟かつ適切に決定されることが必要。また、支援金の使途の柔軟性については、実務を担当

する事務職員が、安心して積極的に進められるよう、学内においてホワイトリストの共有が徹

底されるよう、その共有を図ること。

・ 研究活動及び若手研究者支援の持続可能性確保のための将来的な自律的財務運営の実現に向

け、大学独自基金を成長させることが必要であることを踏まえ、大学の独自基金の運用と大学

ファンドへの拠出が相俟って大学独自基金を成長させる仕組みや、大学ファンドからの卒業時

における大学独自基金への集約などについてのルールを明確にすること。

・大学ファンドから博士課程学生への支援については、当面は 200 億円程度とし、全ての大学

を自動的に対象とするのではなく、これらの人材育成のビジョンを明確にし、真に社会に貢献

する人材を輩出することが確認された大学のみを対象とすること。

・ これらの大学ファンドからの支援の在り方については、大学ファンドの運用益や財務状況を

踏まえ、関係府省と調整する仕組みとすること。

ここで重要な点は、短期成果主義に陥らないことや、大学の自由の裁量の必要性を指摘して

いることである。国立大学の法人化にはメリットもあったが、研究資金の分断による研究環境

の悪化を招いた面もある。この指摘を忠実に実行できるかが大学ファンドの成功のカギの一つ

になると考えられる。
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大学ファンドの運用

大学ファンドは科学技術振興機構（JST）内に設置され、運用資産額は当初 4.5 兆円（政府

出資 0.5 兆円、財政投融資 4 兆円）で、早期に 10 兆円に到達することを目標としている。設置

期間は 50 年となっている。

運用目的は世界と伍する研究大学の実現に必要な研究基盤の構築への支援を長期的・安定的

に行うための財源の確保である。

運用目標は長期支出（ペイアウト）目標（３％＝ 3,000 億円）＋長期物価上昇率（1.38％）

以上とし、許容リスクの範囲内で運用回りを最大化するとしている。年金積立管理運用独立行

政法人（GPIF）の 2001 年度～ 2021 年度第 3 四半期までの収益率が年率 3.78％であることか

ら考えると、やや高めの設定となっている。許容リスクはグローバル株式：グローバル債券＝

65：35 のレファレンス・ポートフォリオの標準偏差の範囲内としている。

安定的支援の実現の観点から、バッファー（当面 3,000 億円× 2 年分）を確保し、運用目標

の達成状況は、単年度ではなく、一定期間（例えば、3 年、5 年、10 年）で評価。併せて、レ

ファレンス・ポートフォリオの複合ベンチマーク収益率との比較等により市場環境も適切に考

慮されることになっている。

運用にあたっては JST が基本ポートフォリオを策定し、長期・国際分散投資を行う。またオ

ルタナティブ投資も推進し、新たな投資商品、投資手法にも積極的に取り組むとしている。

運用ガバナンス体制については、執行部から独立した運用・監視委員会が、運用を適切に監視。

委員会は投資規律遵守の中心として活動する。実際の運用を担当する投資委員会に加え、牽制

機能を担うリスク管理委員会を設置し、さらに監事が適切な業務運営を監視するという「3 線

防御」を行う。

また、委託運用機関については定期的な評価を行うとしている。

まとめ

我が国の大学の競争力の低下の歯止めとして、大学ファンド構想が実現されることになった。

従来と異なる大学の支援に政府が乗り出したことは一歩前進であろう。しかし、これはあくま

で時限措置かつ、対象は一部の大学にとどまるものであり、各大学が独自の競争力強化、財務

基盤強化を推進する必要性はますます高まるものと予想される。

　また、大学ファンドについても、その資金源の多くは財政投融資であるため、結局使途に科

研費的な縛りが生じるのではないかとの指摘もあり、大学の自主性を損なわない仕組みの維持
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（出所 : 内閣府『世界と伍する研究大学の実現に向けた大学ファンドの資金運用の基本的な考え方（概要）』、         
2021 年７月 27 日）

図表２　大学ファンドスキーム

図表３　大学ファンドの運用ガバナンス体制　

（出所：『世界と伍する研究大学の実現に向けた大学ファンドの資金運用の基本的な考え方（概要）』、                                
2021 年７月 27 日） 

が重要であろう。また、必要とされる運用収益の達成のためには常に体制の強化、見直しが必

要であろう。
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『 日本の大学のＩＲ 』

同志社大学　社会学部　教授
山田 礼子

はじめに

IR は米国の高等教育機関で 1960 年代に誕生したといわれている。教育、経営、財務情報を

含む大学内部の様々なデータの入手や分析と管理、戦略計画の策定、アクレディテーション機

関への報告書や自己評価書の作成を主な仕事として、IR 部門は、米国の多くの高等教育機関

に常設されている。

小林・山田（2016）は、IR 部門は、教育、経営、財務情報を含む大学内部の様々なデータ

の入手や分析と管理、戦略計画の策定、アクレディテーション機関への報告書や自己評価書の

作成を主な仕事として、米国の多くの高等教育機関に常設され、こうした活動から、組織運営

に関する意思決定の支援部門というニュアンスが強いと指摘している。同時に、教育改善のた

めのデータを集積、分析し、改善に活かすという教学 IR も IR の重要な役割であることから、

学内の教育の質保証にも深く関与しているのが IR 部門とみなしている。

教育の質保証と IR

近年、高等教育の質保証推進政策を背景として、GPA 制度、単位の実質化等の方策が多く

の日本の大学で実施されるようになった。さらには、教育情報の公表に伴い、データを一元化し、

様々なデータベースに情報を提供するだけでなく、情報を検索して報告書を作成していくため

に加工すること、大学のガバナンスの整備が求められるなかで、ガバナンスの支援機能として

の IR も新たな仕事となりつつある。すなわち、IR の利用の方法によっては、各大学での「内

部質保証システム」としても機能することも期待できる。

　IR には様々な定義・用法があり、一義的には定まっていないという見方があるが、日本の

現状では各大学の活動として実施されてきただけでなく、答申や国立大学法人評価や私立学

校等改革総合支援事業の評価項目のひとつとして IR 部門の設置や活用が挙げられているよう

に、IR の進捗が高等教育政策に組み込まれていることが多義性という特徴をもたらしている。

また、現在の日本における IR は政策動向にあわせて変化し、その多様な機能から、IR の概念
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を統一することは極めて困難でもある。大学の規模、大学の特質、設置形態によっても IR が目

的とするところは様々である。IR が今後どのように日本の高等教育の文脈において位置づけら

れ、IR 部門が恒久的な組織として成立するかは不確定要素が多々あることは確かである。しか

し、この間、大学改革の進展が社会からも政策的にも求められるなかで、IR のニーズはますま

す高まっていることは間違いない。特に、2020 年 1 月に中央教育審議会大学分科会教学マネジ

メント特別委員会により公表された「教学マネジメント指針」では、第 3 期の認証評価から特に

重視されるようになった内部質保証とともに、学修成果の可視化が強く求められている。内部質

保証や学修成果の可視化を実質化するためには、情報収集・整理・分析・エビデンスの提示を行

う IR が機能し、大学内でそのデータや分析結果が活用されていくことが不可欠となる。

　大学改革の大きな特徴でもある「質保証」には、2016 年 3 月の学校教育法施行規則に　　　

伴い、学位プログラムを単位として、学位授与・卒業認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー

DP）、教育課程編成の方針（カリキュラム・ポリシー CP）、入学者選抜の方針（アドミッショ

ン・ポリシー AP）の 3 つのポリシーを見直し、2017 年 3 月末までに公表することが各大学に

求められたことが大きな契機となった。前述した教学マネジメントとは、この 3 つのポリシーを

結合し、教育力の向上に対する組織的な取り組みをすることであり、教職員の FD・SD も含めて、

総合的に「マネジメント」することを指している。教学マネジメントを確立させるためには、エ

ビデンスデータを収集、分析、活用していくことが、それまで以上に求められることになった。

このことが、IR の機能の精緻化が多くの大学で強く要請されるようになった要因でもある。そ

して、内部質保証や学修成果の可視化を実質化させるための IR が前述した教学 IR になる。

資源配分、 財務と経営 IR の関係

　一方、この 10 年間で多くの高等教育機関が充実させようとしてきた IR の機能のひとつに「経

営 IR」がある。具体的には、財務的側面をどう強化し、安定させるかということであり、そこ

には国の資源配分政策や施策をウォッチすることが欠かせない。

　近年、日本の高等教育機関における資源配分の特徴は、国立・私立を問わず政策的に大学改革

を通じて達成させようとする目標の共通指標化に置かれてきた。そうした政策的な大学改革の方

向性が資源配分に反映されている代表的なものは、国立大学法人の運営費交付金であり、国公私

立を対象に実施されてきた競争的資金による事業等も代表的である。
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　国立大学運営費交付金の配分に関連しては、第 3 期中期目標期間では、共通の指標を設定する

こと、加えて独自の KPI 指標を設定し、効率的に組織運営を行い、それらが資源配分に反映さ

れてきた。各法人は、共通指標や KPI を精査、分析することによりいわゆる「経営 IR」を進捗

させてきた。第 4 期中期目標期間においては、国が総体としての「大学共同利用機関法人中期目

標大綱」を提示し、各法人が変革を進め、特色化を図る項目を選択し、独自性・戦略性を活かし

ながら、中期目標に位置付けることになった。その際に、各法人は、達成を目指す水準や実現し

ていくための方策、評価指標を明記し、中期計画を策定していかねばならないとされているが、

経営 IR 的要素がこれまで以上に、機能しなければならないと思われる。

　財務をいかに安定させ、国からの補助金だけでなく、学部資金を獲得することで、経営面での

個性化を進めていくかといった要素が、21 世紀型の大学経営として求められるようになってき

ていることは、特に国立など税金が多く使われている機関にこれまで以上に求められているとい

えよう。

　また、国公私立大学を問わず、産学連携の推進は重要課題となっている。産学連携を進め、共

同研究を推進し、学部資金を獲得するために、どのような分野に将来性があるのか、当該大学の

どの研究分野とマッチングできるような外部の機関があるのかを分析することは、特に研究 IR

と呼ばれる方法でもある。この分野は IR とは別に URA（ユニバーシティ・リサーチアドミニ

ストレーター）と呼ばれる専門職が担うことも多いが、大学によっては IR 部門が担っている場

合も少なくない。その意味では、経営 IR にも密接に関係している。

私立大学の補助においては、従来は、大学の規模による資源配分が基本となる一般補助が代表

的なものであったが、文部科学省高等教育局私学部資料 (2019) によれば、「教育の質保証や経営

力強化に向けたメリハリある配分を実施」と説明されているように、競争的な資源配分の概念が

組み入れられるようになっている。それゆえ、私学にとってもこれまで以上に「経営 IR」が重

要になってきているといえるだろう。私立大学の場合には、規模やミッションという側面から多

様性が特徴でもあることから、それらを活かした多様性のある経営 IR が基本となる。しかし、

エンロールメント・マネジメントを含めた入試と連動した IR、内部質保証と学修成果の可視化

を基本とした教学 IR は私立大学の経営 IR の基盤となることは疑いの余地はない。
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おわりに

本稿では日本の大学の経営、教学マネジメントにおいて IR が不可欠の要素となっているこ

とを示唆してきた。しかし、こうした IR は誰が担い、どこがこうした人材を育成している

のだろうか。IR に携わる人材は、高等教育政策、教学や経営の知識を持ちながら、データの　

収集と分析にあたることが必要となってくる。その意味では、新たな専門職ともいえる存在

でもある。いままでの大学職員のオン・ザ・ジョブ型育成方法では IR 人材を育成することは　

容易ではない。専門職である IR 人材を安定的に育成していくシステムが不可欠となる。しかし、

現時点で、IR が専門職として定着していくかどうかを予想することは簡単ではない。 IR 人材

を育成する教育プログラムの存在と安定的な供給と市場が存在していなければならない。現在、

少数の高等教育の大学院プログラムが人材育成を行っていたり、いくつかの大学の連携による

研修プログラムが開発されている。しかし、まだまだ安定的に提供されているとはいえないし、

技術面および方法の高度化がこの分野では不可欠であることから、日本の IR が市場の形成も

含めた発展へと向かっていくためには、大学院、学会や関連団体等中間組織との連携による継

続的な人材育成プログラムの開発、高度化とその提供が実装されていかねばならない。さらに

は、専門性の確立と政府統計機関の整備と各機関の IR 部門との連携も進捗させることが必要

となる。その意味では、データサイエンスが注目を浴びる現在、エビデンスベースド・マネジ

メントを支援する大学での専門職を如何に育成し、持続させていくのかは全ての高等教育機関

にとっての共通課題であるといえよう。

参考文献

・山田礼子・木村拓也編、『学修成果の可視化と内部質保証：日本型 IR の課題』玉川大学出版部、2021 年、225 頁。　

・小林雅之・山田礼子編、『大学の IR：意思決定支援のための情報収集と分析』慶応義塾大学出版会、2016 年、224 頁。
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有限責任監査法人トーマツ　パブリックセクター ・ ヘルスケア事業部
シニアマネジャー　公認会計士

栗井 浩史

（１） はじめに

DX（デジタルトランスフォーメーション、以下 DX）の定義は、経済産業省の「DX 推進指

標 （サマリー）令和元年 7 月」によれば、「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データ

とデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを

変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優

位性を確立すること」である。

多くの企業経営者が、将来の成長、競争力強化のために、新たなデジタル技術を活用して   

新たなビジネスモデルを創出・柔軟に改変する DX の必要性について理解しつつも、既存シス

テムが事業部門ごとに構築されて、全社横断的なデータ活用が出来なかったり、過剰なカスタ

マイズがなされているなどにより、複雑化・ブラックボックス化されていたり、経営者が DX

を望んでも、データ活用のために上記のような既存システムの問題を解決し、そのためには   

業務自体の見直し（＝経営改革そのもの）も求められる中、現場サイドの抵抗も大きく、いか

にこれを実行するかが課題となっていた（経済産業省　デジタルトランスフォーメーションに

向けた研究会　DX レポート（サマリー）（平成 30 年 9 月 7 日）2025 年の崖参照）。

現在では、COVID-19 の影響もあり、企業のリモート・デジタル化は進展しており、デジタ

ル化でリアルとバーチャルを併用し、将来地域の制約が解消されることも期待されている。

大学においても同様に、DX の気運の高まりにおいて、いくつかの大学では教育の高度化を

図り、学生の学びの向上を図るなど、価値ある取組みが次々と発信されている。

（２） 大学の DX の取組の推進状況

最近は大学の現場において、学生等のステークホルダーのニーズを満たすために、データや

デジタル技術を活用した新しいテクノロジーを活用することに日々関心が高まっている。

COVID-19 は、これまでの大学における教育の現場の課題を顕在化させると共に、非常時に

『 大学のＤＸ 』
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おいても教育を継続するために、オンラインやオンデマンドのサービスの柔軟性や迅速に対応

するための俊敏性が必要であることを浮き彫りにして、大学の DX を加速させた。

大学の DX は、教育活動を継続することと学生のニーズを中心に置きながら、オンライン学

習やリモートワークを併用した価値ある教育の提供を可能にし、ヘルプデスクのサポート、パ

ーソナライズされたコミュニケーション、オンラインツールを提供する際の対応を迅速かつ　

容易にし、柔軟で個別化されたプログラムを可能にしていて、学びも多様化している最近の　

学生のニーズにマッチしていると感じている。

この間、ガバナンス、スタッフや教員のスキル、プロセス、データの作成と利用の改善、新

しいテクノロジーの導入といった変化が次々に起こっており、筆者の関わりのある大学では、

リーダーが、主要スタッフを巻き込んで DX のビジョンと戦略を示しており、データ管理や　

アナリティクス、デジタルスキルなどの新たな投資を考えている。しかしながら、個々の大学

が取り組むべき DX 領域は多岐に渡ることから個々の大学において DX 推進の方針と目的を明

確にして取り組むことが肝要である。大学の DX 推進の取組例は以下のとおり。

一方、海外の大学では、DX の取り組みについて、キャンパスベースとオンラインのバー

チャル体験のハイブリッドモデルの中で、年齢やタイプを問わず、また教育機関との生涯に　　

（出所：文部科学省　デジタルを活用した大学・高専教育高度化プラン　実施機関の取組概要から抜粋）
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わたる関係を通じて、あらゆる学生がシームレスに移動できる環境を築いており、公立か私立か、

大規模か小規模かを問わず、高等教育機関がその使命を果たすための経営を行っており、未だ

に多くの日本の大学にとっては少なからず今後取り組むべき課題と認識しているのではないか

と感じている。

（３） 日本の大学の DX に係る課題

　上記のとおり、日本の大学にはいくつかの取り組むべき課題を認識しているため、以下に示す。

1. DX が特別で一時的な一部のメンバーが推進するプロジェクトとして捉われている。筆者の

関わる大学の中には、トップマネジメントのリーダーシップにおいて DX 戦略が示されて若手

から中堅までを巻き込んで DX を推進している大学もあるが、大学教職員のそれぞれが自分事

として認識されるには時間を要する。多くの大学は、トップマネジメントのリーダーシップや

部局横断的にスタッフがアジャイルに動くレベルには至っていない。

2. 中長期視点に立った DX 戦略が策定されていない。現在の取組が、例えば、2030 年におけ

る大学のあるべき姿に到達するためには何が必要であるかを示されている必要がある。また戦

略に係る KPI も曖昧であり、一部の推進メンバーが DX に取り組んでいても、改革が続かない

おそれも見受けられる。DX を成功させるには、進捗状況を把握できる KPI が望ましい。海外

大学では、募集率、入学率、卒業率にとどまらず、例えば、入学志望者へのアプローチに使用

するチャネル数、メールの開封率やクリックスルー率、Web ページ上の滞留時間などの測定、

収益のうちのプラットフォーム主導の比率、反復的なやり取りについて AI によって対応され

る割合、職員の対応が不要なセルフサービスプロセスの増加率といった目標などがある。

3. 法人全体で単一のプラットフォームとして統合されていない。修学、就職、大学イベント、

人事、研究、財務、図書館等のシステムがあるが、それぞれがデータを有し、中には未だに紙

文化さえ残っている。さらに、自律性が尊重されているため、部局間でもデータ管理方法にば

らつきがあることもある。DX を実現するプラットフォームへの抵抗が起こり得る状況でもあ

る。学際的な学びも期待される中で、教育研究情報を一元管理して、業務を総合的に把握でき

ることができない。この状況は、程度の差はあれども、ほとんどの大学で見受けられることで

ある。

4. DX に必要な IT 人材が不足している。DX のプラットフォームを開発する内部の能力やスキ

ルが不足しており、変革の機会を逸している。
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（４） 日本の大学における DX の具体的事例

　東北大学では、学内書類の押印を 100％廃止するなどの「印鑑フリー」の取組み、チャット

ボットを活用した「窓口フリー」の取組み、テレワークやフレックス制度を活用した「働き場

所フリー」の取組み、ダッシュボードによる経営の見える化のオンライン事務化を図り、業務

の効率化の効果は年間 47,000 時間程度あったとされている（「東北大学における DX 推進」変

革を先導するコネクテッドユニバーシティをめざして（2021 年 12 月 17 日））。現在も、顕在

化されている課題解決のため、スピードを重視してアジャイルにチームを組成して取り組んで

いる。

また、富士通グループの「富士通の教育ビジョン」によれば、学校法人東京農業大学は、世

界で活躍できる人材の育成を目指し、独自の教育改革である「学園化構想」に挑戦をしている。

この「学園化構想」の実現のために、富士通のサポートにより学園全体がセキュアにアクセス

できる、データセンター基盤・ネットワーク・アプリケーション（メール、校務、教務・図書

システム）を提供し、個々の学校でバラバラであったシステムの統合を図っている。

さらに、千葉工業大学では富士通グループとともに、DX 人材の育成の一環として、小学生

を対象としたプログラミングサマースクールを企画、実施している。大学生は、企業とともに

運営に関わることで、単に知識や技術を学ぶだけでなく、チームで協働する実践の中でどう　

行動するのか、知識をどう活用するのかを体験し、身につけている。

そのほか、神田外語大学は、Salesforce の「Education Cloud」を採用し、同大独自の学習

システム「KUIS ポートフォリオ」を開発・導入し、2021 年 4 月より運用を開始している。「KUIS

ポートフォリオ」は、GPA に現れない学生の成長をとらえることを目的に、学生の履修・学習

履歴データや成績データと連動し、自身の学修状況が可視化できるクラウドシステムで、大学

での学びのデータを一本化することで、学習者のあらゆる学修状況が可視化すると共に、目標

管理や学習毎の振り返りを記録することで、学習を通じたこころの変容や自身の考え方の特徴

を明確に把握し、次なる学びへ繋げることができる。また、学修者の目標やこころの変容が大

学と共有されやすくなったことで、教職員からより踏み込んだ効果的な学生サポートを行える

ようになり、大学の教育的付加価値と繋げている。

スタディ

（５） 海外大学における DX 取り組み事例

ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスケーススタディ ・アンド・ポリティカル・サイエ

ンス（LSE）の DX 戦略は、Salesforce プラットフォームを使用しており、LSE と学生およ
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び卒業生との間の生涯にわたる関係を維持している。LSE が着手したことは次のとおり。

①	 パーソナライズされた募集情報

②	 イベントで登録率および出席率の向上

③	 オンライン出願と入学手続きによって参加者を拡大

（出所：THE FUTURE OF HIGHER EDUCATION Digital Transformation is Critical to Learner and 
Institution Success SPONSORED BY salesforce.org August 2020 を筆者和訳）

パ ー ソ ナ ラ イ ズ さ れ た　　　　　　
募集情報

イ ベ ン ト で 登 録 率 お よ び　　　　
出席率の向上

オンライン出願と入学手続き
によって参加者を拡大

レ ガ シ ー　　　
システム

LSE では、 授業、 イベント、
オファーに関する学生への連
絡 ・ 伝達方法が汎用の画一
的なものだった。

イベントの登録と追跡が分断さ
れており、 合理化されていな
かったため、操作性が高くなく、
パーソナライズされたコミュニ
ケーションも存在しなかった。

手作業の出願プロセスで、 低
所得者層の学校への個別の
働きかけができていなかった。

Salesforce
導入後

Education Cloud の高度なセグ
メンテーション機能を利用して、
LSE は学生募集に必要なデー
タ、 メールコミュニケーション、
イベントを Salesforce プラット
フォームに移行。

イベント登録、 チケット発行、
出席データを追跡するモバイ
ルアプリにより、 入学志望者、
上級学習者、 卒業生とのタッ
チポイントが生まれ、 データを
360 度の学生視点で見られる
ようになった。

AppExchange を介して
Salesforce に直接送付される
オンラインアプリケーションフ
ォームにより、 幅広い参加を
促進。 学生は自動更新のメ
ールを受け取り、 オンライン
で進捗状況を確認できるよう
になった。

成果 パーソナライズされた E メール
の開封率は 25% から 40% に、
クリック率は 2.9% から 11 ～
23% にそれぞれ上昇した。

参加者が登録プロセスを 「と
ても良かった」 と評価した割
合は 61% から 75% に上昇。 登
録者のうちイベントに参加した
人の割合は、 75% から 89% に　
増加した。

Widening Participation の申請
が 200 件増加。 GDPR に即し
て、 学生の記録はより安全に
保護されている。

LSE は、既存のスタッフが Salesforce を最大限に活用して新しいプロセスを導入できる

ように、さまざまな方法でトレーニングを実施している。ソリューションの提供自体は、元

学生を含む社内のスタッフが中心となって行っている。Salesforce の経験を持つ LSE の　　　　

スタッフはこれまでいなかったため、大学はプラットフォーム上でのトレーニングやスキル

アップについて Salesforce のツールを頼りにし、学習は Trailhead やその他のオンライン教

材を介している。また、LSE は従業員向けのコース、認定資格、イベントにも投資しており、

Salesforce のイベントを積極的にリードしてそれに参加している。

Salesforce プラットフォームは、コロナ禍に対応して LSE がオンライン学生サービスを迅

速に提供するうえで重要な役割を果たしている。すべてがリモートとオンラインに移行した
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ことで、ビジネスの継続性を実現している。パーソナライズされたプロアクティブな、生涯に　

わたる学生とのつながりを提供することで、LSE が 2030 年戦略を実現するための基盤要素と　

なっている。

（６） 今後の期待

教育研究そのものの自由は当然にこれまでと同様に憲法で保障されるが、学生らステーク　

ホルダーの多様なニーズに対応するためには大学は DX に取り組み、変革すべきである。例えば、

学生の必要としていることに応えるためには、入学候補者から卒業以降も詳細を把握するため

ダッシュボードには一元的にデータ管理が必要かもしれないし、デジタルネイティブの学生が

コネクテッドキャンパスの体験を期待して大学に入学するかもしれないことに準備が必要と考

える大学もあるのではないか。

デジタルと現実世界を融合し、オンラインを含むデジタルを活かした授業、カリキュラム・

成績管理、学校行事、課外活動、就職活動等の全ての学生時代の経験が、今後の生涯学習を　

含む教育機関との長期的な関係を築き、大学の運営にも大きな効果をもたらすと考える。

そのためには、プログラム、コース、教員が学習者のニーズを満たしているかどうかを把握

するために、スタッフや教員がデータを理解して使用する必要があり、教育の現場では、スキ

ルセットのアップグレードが常に必要になる。すなわち、プラットフォームやクラウドベンダ

ーとの関係を管理する能力、プラットフォームを導入して活用するスキル、ユーザーの仕様を

吸収して新しいサービスに反映させる新しいスキルのインプットのためトレーニングが有益で

ある。

また、ガバナンスを主導するトップマネジメントのみならずプロジェクト管理や DX イニシ

アチブの勢いを長期的に維持できるミドルマネジメントのリーダーが必要となる。DX プラッ

トフォームは、一度実装して終わりというものではない。プラットフォームは、新リリース、

新機能、新モジュールなどで継続的に更新されていくため、ユーザーやマネージャーも継続的

に研修を受け、組織的継続的に取り組む必要がある。

最後になるが、大学はその存続と妥当性のために、DX を受容し、加速させる必要があり、

今すぐにでも始められることがあれば取り組まれることをお勧めする。
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1. 改革のために DX 推進について、リーダーの賛同を得る。ガバナンスや法人全体の制度の 

変更に係ることもあるため、強力なリーダーシップが必要である。

2. テクノロジーが組織のミッションをいかにサポートできるかについて話し合う。

3. データを揃えることは目的ではない。データを活用して学生に対してどのような教育の価値

を提供すべきかを考える。

4. 学生のニーズを収集する。学生の意見を継続的に取り入れるプロセスを策定し、学生がどの

ようなサービスを利用したいかを把握する

5. セキュリティ、プライバシー、アクセシビリティなど、在学生、卒業生、教職員等からデジ

タル情報の信頼を得る。

＜注＞ 記述内容は、筆者の私見であり、有限責任監査法人トーマツの公式見解ではありません。

また、無断転載・複写はご遠慮ください。

上場会社等、民間部門の会計監査等を経て、現在は、学校法人に対する経営戦略等アドバイザリー

業務、官公庁等に対する基本構想策定アドバイザリー、研究拠点等の経営改善アドバイザリー、

指定国立大学法人の会計監査等を行っている。学校法人等役員等に対する経営ワークショップ

多数。

公的委員として、一般財団法人大学教育質保証・評価センター認証評価委員会委員、独立行政

法人大学改革支援・学位授与機構 国立大学附属病院の財務・経営分析の在り方 WG 委員、　　

東京大学「経営のできる大学病院幹部養成プログラム連携協議会」委員、等。

その他、日本公認会計士協会公会計委員会国立・公立大学法人分科会長や総務省地方独立行政

法人会計基準等研究会構成員等を歴任している。

執筆者　　栗井 浩史 （くりい ・ ひろし）
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編集後記

【免責事項】
　本資料は有価証券その他の投資商品の売買の勧誘ではなく、 情報提供のみを目的に SMBC 日興証券株式会社 （以下

「当社」 といいます。） が作成したものです。 本資料は、 当社が信頼できると判断した情報源から入手した情報に基づい

て作成していますが、 これらの情報が完全、 正確であるとの保証はいたしかねます。 情報が不完全または要約されてい

る場合もあります。 本資料に記載する価格、 数値等は、 過去の実績値、 概算値あるいは将来の予測値であり、 実際とは

異なる場合があります。 かかる価格、 数値等は予告なしに変更することがありますので、 予めご了承くださいますよう

お願いいたします。 本資料は将来の結果をお約束するものではありませんし、 本資料にある情報をいかなる目的で使用

される場合におきましても、 お客さまの判断と責任において使用されるものであり、 本資料にある情報の使用による結

果について、 当社が責任を負うものではありません。 本資料は、 本資料を受領される特定のお客さまの財務状況、 ニー

ズ又は投資目的を考慮して作成されているものではありません。 本資料はお客さまに対して税金、 法律、 投資上のアド

バイスを提供する目的で作成されたものではありません。 投資に関する最終決定は、 契約締結前交付書面、 上場有価証

券等書面、 目論見書、 お客さま向け資料等をよくお読みになり、 お客さまご自身の判断でなさるようお願いいたします。

本資料に含まれる情報は、 提供されましたお客さま限りでご使用ください。 本資料は当社の著作物です。 本資料のいか

なる部分についても電子的または機械的な方法を問わず、 いかなる目的であれ、 当社の事前の承諾なしに複製または転

送等を行わないようお願いいたします。 本資料に関するお問合せは当社公益法人業務部制度調査課までお願いいたしま

す。 本資料に記載された会社名、 商品名またはサービス名等は、 当社または各社の商標または登録商標です。

　本号は 「これからの高等教育」 と題して、 巻頭インタビューの他にも、   

目まぐるしい変化の中にある大学の DX や IR、 文部科学省が描いている 

今後の政策等について取り上げました。 学校経営 ・ 運営を考えるうえで、

多くの課題に立ち向かわれている皆様のお役に立てましたら幸いです。

　巻頭インタビューでは八田総長・理事長から、「夢」と「志」の違い、多様性、

伝統と革新等、 様々な角度からお話を伺い、 原稿を何度も読み返すうちに、

言葉の一つ一つが心に刻まれました。 未来に向けた取り組みでは、 2025

年に迎える 150 周年は一つの節目であり、 さらにその先の 200 年を見据

えて永遠に革新しようとし続ける志に触れて、 これまで多くの人材を輩出し

てきた同志社の歴史と強みを感じました。

　伝統を大切に守りながら、 新しいものを取り入れることは企業にとっても

重要ですが、 そのバランスの難しさを日々実感しています。 社員一人ひと

りが意識して取り組むことが大切で、 その根底にあるのが理念やビジョンの
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